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第７条から第１０条までに関する裁判例 

秋北バス事件（最高裁昭和４３年１２月２５日大法廷判決） 

‣概要 

就業規則の変更により、定年制度を改正して主任以上の職の者の定年を 55 歳に定めたため、新たに定年制

度の対象となった労働者が解雇された事例で、新たな就業規則の作成又は変更によって､既得の権利を奪

い､労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは､原則として､許されないが、当該規則条項が合理的

なものである限り､個々の労働者において､これに同意しないことを理由として､その適用を拒否することは

許されないと解すべきとし、不利益を受ける労働者に対しても変更後の就業規則の適用を認めた。 

 

事案の概要 

‣事案の概要 

判決の要旨 

被上告会社 Y は､就業規則を変更し､これまでの定年制度を改正して､主任以上の職にある者の定年を

55 歳に定めた(一般従業員については 50 歳)｡このためそれまで定年制の適用のなかった上告人 X

らは定年制の対象となり､解雇通知を受けた｡ 

元来、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」（労働基準法２条１

項）が、多数の労働者を使用する近代企業においては、労働条件は、経営上の要請に基づき、統一的かつ

画一的に決定され、労働者は、経営主体が定める契約内容の定型に従って、附従的に契約を締結せざる

を得ない立場に立たされるのが実情であり、この労働条件を定型的に定めた就業規則は、一種の社会的

規範としての性質を有するだけでなく、それが合理的な労働条件を定めているものであるかぎり、経営

主体と労働者との間の労働条件は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとし

て、その法的規範性が認められるに至っている（民法 92 条参照）ものということができる。 

そして、労働基準法は、右のような実態を前提として、後見的監督的立場に立って、就業規則に関する規

制と監督に関する定めをしているのである。すなわち、同法は、一定数の労働者を使用する使用者に対し

て、就業規則の作成を義務づける（89 条）とともに、就業規則の作成・変更にあたり、労働者側の意見を

聴き、その意見書を添付して所轄行政庁に就業規則を届け出で、（90 条参照）、かつ、労働者に周知させ

る方法を講ずる（106 条１項、なお、15 条参照）義務を課し、制裁規定の内容についても一定の制限を設

け（91 条参照）、しかも、就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはなら

ず、行政庁は法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる（92 条）ものとしてい

るのである。これらの定めは、いずれも、社会的規範たるにとどまらず、法的規範として拘束力を有する

に至っている就業規則の実態に鑑み、その内容を合理的なものとするために必要な監督的規制にほかな

らない。このように、就業規則の合理性を保障するための措置を講じておればこそ、同法は、さらに進ん

で、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。

この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準による。」ことを明らかにし（93 条）就業

規則のいわゆる直律的効力まで背認しているのである。右に説示したように、就業規則は、当該事業場内

での社会的規範たるにとどまらず、法的規範としての性質を認められるに至っているものと解すべきで

あるから、 


